
第
一
編

行

財

政





第1編 行 財 政

第
一
章

行

昭
和
三
〇
年
三
月
三
一
日
の
合
併
以
来
「
村
民
融
和
」
を
村
是

と
し
て
、
数
々
の
美
川
村
建
設
の
基
本
方
針
を
樹
立
し
、
着
実
に

実
行
し
て
き
た
。

更
に
充
実
し
た
住
み
よ
い
美
川
村
づ
く
り
の
た
め
、
農
林
業
と

観
光
を
基
調
と
し
た
「
美
川
村
総
合
開
発
計
画
」
を
樹
立
し
、
豊

か
な
美
川
村
を
実
現
す
る
た
め
に
努
力
し
て
い
る
。

い
ま
、
価
値
観
の
多
様
化
・
人
口
の
高
齢
化
・
高
度
情
報
化
・

国
際
化
の
進
展
な
ど
、
変
動
す
る
社
会
経
済
環
境
の
中
に
あ
っ

て
、
村
民
の
生
活
行
動
や
行
政
ニ
ー
ズ
に
対
処
し
、
村
全
体
の
調

和
の
あ
る
発
展
を
目
指
し
た
総
合
的
、
計
画
的
な
村
づ
く
り
を
進

め
る
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
っ
て
広
く
村
民
に
問
い
か
け
、
そ

の
結
果
を
踏
ま
え
た
「
美
川
村
新
総
合
開
発
計
画
」
を
、
平
成
二

年
九
月
美
川
村
議
会
に
お
い
て
議
決
し
、
平
成
三
年
四
月
よ
り
来

る
べ
き
二
十
一
世
紀
を
展
望
し
た
、
村
づ
く
り
の
基
本
目
標
像
を

「
人
と
自
然
で
創
る
健
康
の
村
・
美
川
」
と
定
め
、
そ
の
実
現
を

図
る
た
め
、

㈲

健
康
で
豊
か
な
生
活
を
築
く
産
業
の
創
造

㈲

自
然
の
中
で
の
快
適
な
生
活
環
境
の
創
造

㈲

心
の
通
う
健
康
・
福
祉
の
創
造

㈲

過
去
を
思
い
未
来
を
開
く
人
材
・
文
化
の
創
造

㈲

柔
軟
で
活
力
の
あ
る
行
財
政
の
創
造

の
基
本
目
標
を
掲
げ
、
村
政
全
般
に
わ
た
る
施
策
の
策
定
に
よ

り
、
「
明
る
い
豊
か
な
村
づ
く
り
」

の
た
め
積
極
的
に
施
策
の
展

開
を
図
っ
て
い
る
。

以
下
、
項
目
を
追
っ
て
、
先
に
発
刊
さ
れ
た

『
美
川
村
十
年

誌
』

に
続
く
、
そ
の
後
一
〇
年
の
歩
み
を
た
ど
っ
て
み
る
。

第
一
節

三

村

長

昭
和
三
〇
年
三
月
三
一
日
を
期
し
て
、
弘
形
・

仕
七
川
・
中
津
の
二
か
村
半
の
合
併
に
よ
り
、
美
川
村
が
誕
生
、

初
代
村
長
と
し
て
土
居
通
栄
が
就
任
す
る
。

昭
和
三
四
年
四
月
の
改
選
に
当
た
り
、
新
谷
優
が
当
選
第
二
代

村
長
に
就
任
、
そ
の
後
昭
和
三
六
年
・
四
三
年
・
四
六
年
の
選
挙
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は
無
投
票
で
新
谷
優
が
当
選
、
四
期
に
わ
た
り
村
政
を
担
当
、
美

川
村
の
基
盤
づ
く
り
に
貢
献
し
た
。

昭
和
五
〇
年
四
月
選
挙
に
よ
り
、
天
野
登
が
就
任
。
以
後
三
期

の
間
村
政
を
担
当
し
、
美
川
村
発
展
に
貢
献
し
た
。

昭
和
六
二
年
の
選
挙
に
当
た
り
天
野
登
、
木
下
久
敬
の
二
名
が

立
候
補
し
、
選
挙
の
結
果
木
下
久
敬
が
当
選
就
任
し
た
。
平
成
三

年
の
改
選
は
、
木
下
久
敬
が
無
投
票
当
選
就
任
し
、
二
期
目
の
村

政
を
担
当
し
て

「
人
と
自
然
で
創
る
健
康
の
村
・
美
川
」
づ
く
り

を
目
指
し
活
躍
し
て
い
る
。

村
長
の
権
限
は
、
村
を
統
轄
し
て
こ
れ
を
代
表
す
る
と
と
も

に
、
団
体
の
事
務
及
び
機
関
委
任
事
務
の
管
理
執
行
権
、
規
則
制

定
権
、
職
員
の
指
導
監
督
、
職
員
の
任
命
権
、
組
織
権
な
ど
幅
広

い
権
限
を
持
っ
て
い
る
。

助

役

村
長
の
最
高
の
補
佐
機
関
で
あ
る
助
役
は
、
村

長
を
補
佐
し
、
そ
の
補
佐
機
関
で
あ
る
職
員
の
担
当
す
る
事
務
を

監
督
し
、
村
長
の
職
務
を
代
理
す
る
任
務
を
帯
び
て
い
る
。
助
役

の
任
期
は
四
年
で
あ
り
、
村
長
が
議
会
の
同
意
を
得
て
選
任
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
三
〇
年
人
月
初
代
助
役
に
、
高
橋
末
吉
が
就
任
。
以
後
、

二
代
渡
部
一
加
、
三
代
猪
上
正
度
、
四
・
五
・
六
代
と
山
下
伝
三

郎
が
二
期
半
務
め
、
七
・
八
代
小
田
原
英
雄
、
昭
和
六
〇
年
九
月

大
野
和
男
が
九
代
助
役
と
し
て
就
任
、
一
年
人
か
月
務
め
た
。

昭
和
六
二
年
六
月
中
山
義
正
が
一
〇
代
助
役
に
就
任
し
、
現
在

一
一
代
助
役
と
し
て
、
木
下
村
政
の
補
佐
役
と
し
て
務
め
て
い

る
。収

入

役

収
入
役
は
、
現
金
の
出
納
・
保
管
、
そ
の
他
会

計
事
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
そ
の
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
は
独
立
し

た
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
選
任
方
法
は
助
役
と
同
じ
く
、
村

長
が
議
会
の
同
意
を
得
て
選
任
し
任
期
は
四
年
で
あ
る
。

昭
和
三
〇
年
人
月
、
初
代
収
入
役
に
正
岡
悦
次
郎
が
就
任
、
任

期
満
了
と
と
も
に
再
任
、
二
代
収
入
役
と
し
て
一
年
九
か
月
務

め
、
猪
上
正
度
が
三
代
収
入
役
に
選
任
さ
れ
残
任
期
間
を
務
め

る
。四

代
田
野
正
弐
、
五
代
土
居
敏
雄
、
六
・
七
代
長
岡
道
一
が
一

期
と
二
か
年
務
め
、
八
・
九
代
大
野
和
男
。
中
山
義
正
が
昭
和
六

〇
年
九
月
よ
り
一
〇
代
収
入
役
と
し
て
二
か
年
務
め
、
二
代
収

入
役
に
天
上
輝
雄
が
就
任
、
現
在
一
二
代
収
入
役
と
し
て
務
め
て

い
る
。
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政財行編l第

第
二
節

各
種
委
員
会

昭
和
二
二
年
公
布
の
地
方
自
治
法
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い

て
、
一
つ
の
機
関
が
多
く
の
権
限
を
掌
握
す
る
こ
と
を
避
け
、
こ

れ
ら
の
行
政
事
務
を
、
諸
種
の
独
立
し
た
機
関
に
分
担
さ
せ
る
こ

と
と
し
た
。

美
川
村
に
お
け
る
各
種
委
員
会
は
、
次
の
よ
う
に
編
成
さ
れ
て

い
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会
は
、
地
方
自
治
法
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
従
来
、
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
に
属

し
て
い
た
選
挙
事
務
の
管
理
執
行
に
関
す
る
権
限
を
、
首
長
公
選

制
に
伴
い
、
都
道
府
県
知
事
・
市
町
村
長
か
ら
独
立
し
て
、
公
正

に
執
行
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

委
員
の
定
数
は
四
名
で
、
議
会
に
お
い
て
選
任
さ
れ
、
そ
の
任

期
は
四
年
で
あ
る
。
こ
の
委
員
会
は
、
国
、
又
は
、
地
方
公
共
団

体
に
お
け
る
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
し
て
い
る
が
、
そ
の
事

務
は
、
複
雑
多
岐
に
わ
た
り
広
範
な
事
務
が
委
譲
さ
れ
て
お
り
、

委
員
の
手
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
職
員

を
も
っ
て
対
処
し
て
い
る
。

昭
和
四
一
年
に

「
美
川
村
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
」

を
制
定

し
、
そ
の
組
織
、
会
議
、
委
員
長
の
職
務
権
限
、
書
記
の
職
務
、

文
書
の
処
理
閲
覧
、
告
示
の
方
法
、
公
印
等
の
事
項
を
定
め
、
選

挙
の
公
正
化
に
努
め
て
い
る
。

美
川
村
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
及
び
補
充
委
員
名
簿

坂 西 

委 員 長 

本 谷 

幸 利 
正 夫 

正 星 西 星 西 坂 

委 員 

岡 守 森 守 森 本 

清 繁 誠 繁 誠 幸 
夫 一 夫 一 正 

高 大 久 高 大 久 窪 高 補 
橋 野 保 橋 野 保 和 橋 

充 委 

田 田 久 
昭 国 広 岩 国 広 岩 
登 男 綱 雄 男 綱 兼 雄 貝 

八四人四八四八四 ●●●● ●● ●● 

_」 .」〇一 一.」-.一 〇〇し_ 

任 期 

ハ ノヽ ノヽ ハ 

四三四三四三四三 ●●●● ●● ●● 

九九九九九九九九 ●●●● ●● ●● 九九九九九九九九 ●●●● ●● ●● 

六七六七六七六七 _⊥《_-」 ○○し《-」」 ○○し一一」-一 一」し一〇〇〇.● 
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選挙有権者数

年 別 
投票 所数 

有 権 者 数 
備 考 

男 女 計 

昭和61年 12 1,350 1,460 2,810 
9月1 日現在 

〃 62年 12 1,344 1,465 2,809 〃 

〃 63年 12 1,316 1,441 2,757 〃 

平成元年 12 1,308 1,405 2,713 〃 

〃 2年 12 1,267 1,382 2,649 〃 

〃 3年 12 1,234 1,372 2,606 〃 

〃 4年 12 1,206 1,353 2,559 〃 

〃 5年 12 1,177 1,331 2,508 〃 

監
査
委
員

監
査
委
員
は
、
長
の
指
揮
監
督
の
外
に
あ
る

監
査
機
関
と
し
て
必
置
性
の
も
の
で
あ
る
。
長
が
議
会
の
同
意
を

得
て
議
員
及
び
学
識
経
験
者
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
る
。
業
務
と
し

て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営

に
か
か
わ
る
事
業
の
管
理
を
監
査
す
る
。

歴
代
監
査
委
員

6

山 山 学 
本 本 

経 選 出 照 照 

藤 藤 議 
坂 坂 会 
友 友 選 

出 

_●」_ __●」 
選 ノ\ /ヽ 

一 
任 一 一 

● 五 ● ● 五 ● ● 五 ● ● 五 ● 年 月 

ノ\ ノ\ ノ\ ノ\ 日 

七 ● 七 ● ● ● 

退任 籍 

四五四五 ●● ● ● 

九 七 九 七 日は 

昭
和
三
二
年
、
美
川
村
監
査
委
員
条
例
を
制
定
し
て
委
員
数
を

二
名
と
し
、
要
求
又
は
請
求
に
よ
る
監
査
の
執
行
審
査
意
見
の
報

告
、
監
査
の
時
期
、
結
果
の
報
告
、
通
知
又
は
公
表
等
の
諸
事
項

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

教
育
委
員
会

教
育
委
員
会
は
、
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
を

管
理
し
、
学
校
の
組
織
編
制
、
教
育
課
程
、
教
科
書
そ
の
他
の
取

扱
い
及
び
教
育
職
員
の
身
分
に
関
す
る
事
項
、
ま
た
社
会
教
育
、

学
術
、
文
化
に
属
す
る
事
務
を
管
理
執
行
す
る
。
教
育
行
政
の
内

容
は
、
別
編
に
記
述
す
る
。

公
平
委
員
会

公
平
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法
の
制
定
に
伴

い
、
近
代
的
人
事
行
政
の
理
念
に
基
づ
く
行
政
を
推
進
す
る
た

め
、
地
方
公
共
団
体
の
専
門
的
な
人
事
行
政
機
関
と
し
て
置
か
れ

た
執
行
機
関
で
あ
る
。
昭
和
三
四
年
九
月
に
、
美
川
村
公
平
委
員



第1縞 行 財 政

会
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約
を
制
定
し
、
愛
媛
県
人
事
委
員
会

に
委
託
し
て
い
る
。

農
業
委
員
会

農
業
委
員
会
は
、
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法

律
(
昭
和
二
六
年
三
月
三
一
日
法
律
第
八
八
号
)

に
よ
り
、
市
町
村
に

農
業
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
、
選
挙
に
よ
る
委
員
一
〇
名
、
選
任
に

よ
る
委
員
三
名
の
計
一
三
名
と
な
っ
て
お
り
、
任
期
は
三
年
間
で

あ
る
。

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

固
定
資
産
税
の
納
税
者
は
、
そ

の
納
付
す
べ
き
年
度
の
固
定
資
産
税
に
係
る
固
定
資
産
に
つ
い

て
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
不
服
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
に
、
審
査

の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
法
四
三
二
〇
)
。

審
査
申
出
の
期
間
は
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
縦
覧
期
間
の
初

日
か
ら
そ
の
末
日
後
一
〇
日
ま
で
の
間
と
さ
れ
、
申
し
出
は
文
書

で
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。

し
か
し
、
当
村
は
審
査
の
申
し
出
が
こ
の
一
〇
年
間
に
さ
れ
た

こ
と
は
な
い
。
委
員
会
の
委
員
定
数
は
三
名
、
任
期
は
三
年
で
あ

る

(
法
四
二
三
〇
・
㈱
)

歴
代
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

平 西 竹 和 猪 

氏 名 

柳 口 内 泉 上 
賀 

二I二 日 俊 修 武 男 
一
志 留 信 彦 

平 平 昭 昭 昭 

選 任 年 

六 六 六 

二元三 ●● ● ● ● 

一 一 

〇〇〇 ●● ● ○ ● ○ ● 
月 日 

一 

平 平 平 平 平 

満 了 年 月 

五四三 ●● ● ● 元 ● 

九九九 ●● ● 九 ● 九 ● 

一 一 日 一 
〇 〇 〇 ○ ○ 

特
別
職
報
酬
審
議
会

特
別
職
報
酬
審
議
会
は
、
地
方
自
治
法

の
規
定
に
基
づ
き
村
長
の
諮
問
に
応
じ
、
自
治
体
の
特
別
職
、
議

員
報
酬
等
の
額
に
つ
い
て
審
議
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

昭
和
四
〇
年
二
一
月
、
美
川
村
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
条
例
が

制
定
さ
れ
「
村
長
は
議
会
議
員
の
報
酬
の
額
、
特
別
職
の
職
員
で

非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
、
村
長
、
助
役
、
及

び
収
入
役
の
給
料
の
額
に
関
す
る
条
例
を
議
会
に
提
出
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
報
酬
等
の
額
に
つ
い
て
審
議
会
の
意

見
を
聞
く
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
審
議
会
は
、
条
例
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
五
名
の
委
員
で
組
織
し
、
そ
の
委
員
は
、
美

川
村
の
区
域
内
の
公
共
的
団
体
等
の
代
表
者
、
そ
の
他
住
民
の
う

ち
か
ら
、
必
要
の
つ
ど
村
長
が
任
命
し
、
審
議
が
終
了
し
た
時
は

解
任
さ
れ
る
も
の
で
、
永
続
的
な
も
の
で
な
い
。
事
務
は
総
務
課
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に
お
い
て
処
理
し
て
い
る
。

公
務
災
害
補
償
認
定
委
員
会
並
び
に
公
務
災
害
補
償
審
査
会

公
務
災
害
補
償
認
定
委
員
会
、
公
務
災
害
補
償
審
査
会
は
、
昭
和

四
二
年
人
月
公
布
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
に
基
づ
き
、
美
川

村
で
は
、
同
年
一
二
月
に
条
例
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
平
成
四

年
に
こ
の
条
例
の
全
部
が
改
正
さ
れ
た
。

目
的
は
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
会

の
議
員
を
除
く
非
常
勤
の
職
員
に
対
す
る
公
務
上
の
災
害
又
は
通

勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
に
関
す
る
制
度
を
定
め
設
置
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

認
定
委
員
会
は
五
名
、
審
査
会
は
三
名
で
、
そ
れ
ぞ
れ
学
識
経

験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
村
長
が
委
嘱
し
、
任
期
は
と
も
に
三

年
と
し
、
そ
の
事
務
は
、
認
定
委
員
会
は
公
務
災
害
補
償
認
定
に

関
し
、
審
査
会
は
公
務
災
害
補
償
の
審
査
に
関
し
担
任
す
る
。

専
門
委
貴

地
方
自
治
法
第
一
七
四
条
の
規
定
に
よ
り
、

昭
和
四
二
年
に
美
川
村
専
門
委
員
設
置
規
則
を
制
定
、
そ
の
後
、

昭
和
四
六
年
、
昭
和
五
二
年
と
改
正
さ
れ
、
そ
の
職
務
は
総
務
及

び
企
画
、
産
業
及
び
建
設
、
文
教
及
び
厚
生
に
関
し
て
調
査
す

る
。そ

の
定
数
は
、
総
務
専
門
委
員
五
名
以
内
、
産
業
建
設
専
門
委

員
五
名
以
内
、
文
教
厚
生
専
門
委
員
四
名
以
内
と
定
め
て
い
る
。

専
門
委
員
は
、
専
門
の
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
村
長
が

選
任
、
委
嘱
す
る
。

委
員
は
村
長
の
委
嘱
を
受
け
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
関

し
必
要
な
事
項
を
調
査
す
る
も
の
で
あ
り
、
常
設
又
は
必
要
の
都

度
臨
時
の
専
門
委
員
が
選
任
さ
れ
、
村
長
の
諮
問
機
関
と
し
て
の

機
能
を
発
揮
し
て
い
る
。

行
政
相
談
委
員

昭
和
四
一
年
、
行
政
相
談
委
員
法
に
よ
り
、

行
政
相
談
委
員
が
設
置
さ
れ
、
行
政
管
理
庁
が
所
管
し
て
い
た

が
、
昭
和
五
九
年
七
月
か
ら
総
務
庁
長
官
の
委
嘱
に
改
正
さ
れ

た
。国

の
役
所
、
特
殊
法
人
(
公
庫
・
公
団
・
I
R
・
N
T
T
な
ど
)
、

県
や
市
町
村
の
仕
事
や
窓
口
に
対
す
る
苦
情
、
要
望
、
意
見
な
ど

の
相
談
業
務
に
た
ず
さ
わ
り
、
国
民
の
行
政
に
関
す
る
苦
情
の
処

理
促
進
を
図
っ
て
い
る
。

本
村
の
行
政
相
談
委
員
は
、
昭
和
五
〇
年
四
月
か
ら
昭
和
六
二

年
三
月
ま
で
を
小
椋
伊
十
郎
、
昭
和
六
二
年
四
月
か
ら
現
在
は
伊

藤
忠
興
と
な
っ
て
い
る
。

8
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第
三
節

議
決
機
関

村

議

会

現
在
の
美
川
村
議
会
に
お
け
る
議
員
定
数
は
、

地
方
自
治
法
で
は
人
口
規
模
か
ら
す
る
と
一
六
名
で
あ
る
が
、
昭

和
六
三
年
一
二
月
の
定
例
村
議
会
で
議
員
の
定
数
条
例
を
改
正
し

て
一
二
名
と
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

村
議
会
は
、
年
四
回
の
定
例
会
を
も
つ
こ
と
に
定
め
ら
れ
、
歳

入
歳
出
予
算
、
条
例
の
制
定
・
改
廃
は
も
ち
ろ
ん
、
村
政
の
重
要

な
事
項
に
は
す
べ
て
議
会
の
議
決
を
必
要
と
し
、
村
長
の
権
限
に

属
す
る
予
算
の
提
案
権
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
案
件
に
つ
い
て

発
議
権
を
も
っ
て
い
る
。

な
お
、
調
査
権
、
又
は
監
査
権
に
よ
っ
て
村
の
行
政
事
務
に
つ

い
て
調
査
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
委
任
事
務
に
つ
い
て

も
意
見
を
の
べ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
議
会
の
権
限
は
非
常
に

大
き
い
も
の
が
あ
る
。

委

員

会

議
会
に
お
け
る
審
議
を
容
易
に
す
る
と
と
も
に

慎
重
を
期
す
る
た
め
に
、
美
川
村
議
会
委
員
会
条
例
に
よ
っ
て
、

常
任
委
員
会
及
び
特
別
委
員
会
、
更
に
、
平
成
五
年
六
月
か
ら
議

会
運
営
委
員
会
の
制
度
を
設
置
し
て
い
る
。

常
任
委
員
会
の
名
称
と
そ
の
定
数
は
、
昭
和
六
二
年
六
月
か

ら
、
総
務
常
任
委
員
会
四
名
、
産
業
建
設
常
任
委
員
会
四
名
、
文

教
厚
生
常
任
委
員
会
四
名
と
な
っ
て
い
る
。

特
別
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
議
会
の
議
決
に

基
づ
き
置
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
毎
年
、
決
算
特
別
委
員
会
が

設
置
さ
れ
、
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
つ
い
て
、
監
査
委
員
と

は
別
の
立
場
か
ら
審
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

議
会
運
営
委
員
会
の
定
数
は
五
名
と
な
っ
て
い
る
。

第
四
節

行
政
事
務
機
構

昭
和
四
六
年
五
月
、
課
の
設
置
条
例
の
改
正
で
、
総
務
課
、
住

民
課
、
産
業
建
設
課
、
企
画
課
の
四
課
で
あ
っ
た
も
の
を
、
昭
和

五
九
年
三
月
ま
で
の
間
に
四
回
の
改
正
を
行
い
、
総
務
課
、
住
民

課
、
建
設
課
、
産
業
観
光
課
、
農
村
整
備
課
の
五
課
と
し
た
。

更
に
、
行
政
事
務
の
多
様
化
に
伴
い
、
昭
和
六
二
年
七
月
に

は
、
住
民
課
を
住
民
福
祉
課
に
改
名
し
、
産
業
観
光
課
を
産
業
課

と
企
画
観
光
課
に
、
ま
た
、
平
成
三
年
七
月
に
は
住
民
福
祉
課
を
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住
民
課
と
福
祉
課
に
そ
れ
ぞ
れ
分
離
し
て
七
課
の
体
制
を
と
り
、

住
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
、
機
能
を
発
揮
す
る
陣
営
を
整
え
た
。

第
五
節

電
算
シ
ス
テ
ム
の
導
入

美
川
村
で
は
、
事
務
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
電
算
に
よ
る
業

務
を
開
始
し
た
。

平
成
五
年
九
月
三
日
に
、
住
民
に
関
す
る
記
録
の
電
算
業
務
が

ス
タ
ー
ト
し
て
以
来
、
財
務
会
計
、
税
業
務
等
を
主
体
に
、
着
々

と
電
算
業
務
の
多
角
化
が
進
ん
で
い
る
。
現
在
で
は
軌
道
に
乗
っ

た
感
の
あ
る
電
算
シ
ス
テ
ム
の
導
入
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
次
に

掲
げ
る
三
つ
の
電
算
関
係
検
討
委
員
会
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。電

算
関
係
検
討
委
員
会

三
つ
の
電
算
関
係
検
討
委
員
会
と
は
、

①
電
算
導
入
検
討
委
員
会

②
電
算
機
種
選
定
委
員
会

③
電
算
化
実
施
委
員
会

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
委
員
会
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

部
門
別
に
詳
し
く
説
明
す
る
と

電
算
導
入
検
討
委
員
会
(
平
成
三
年
七
月
̃
四
年
二
月
)

こ
の
委
員
会
は
、
本
村
の
よ
う
な
小
規
模
の
村
に
、
電
算
の
導

入
が
必
要
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
導
入
を
す
る
と
す
れ
ば
、
ど
の

業
務
を
行
う
の
か
、
を
検
討
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
中
山
助
役
を
委
員
長
に
、
各
課
の
代
表
一
〇
名
の
メ
ン
バ
ー

で
構
成
し
て
い
る
。
委
員
会
の
決
定
事
項
は
以
下
の
と
お
り
。

1

導
入
の
決
定
に
つ
い
て

社
会
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
多
様
な
村
作
り
の
展
開
が
要
求
さ

れ
、
住
民
の
行
政
需
要
は
多
様
化
、
膨
大
化
の
傾
向
に
あ
り
、
地

方
公
共
団
体
は
内
外
を
問
わ
ず
、
体
質
改
善
を
強
く
求
め
-
ら
れ
て

い
る
。

郡
内
に
お
け
る
電
算
導
入
の
状
況
は
、
久
万
町
が
昭
和
五
六

年
、
小
田
町
が
昭
和
六
三
年
か
ら
、
柳
谷
村
が
平
成
四
年
か
ら
一

部
稼
動
し
て
お
り
、
面
河
村
に
お
い
て
も
、
検
討
委
員
会
を
設
置

し
て
、
導
入
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
る
。
電
算
の
導
入
は
、
時

代
の
趨
勢
で
も
あ
り
、
本
村
に
お
い
て
も
避
け
て
通
れ
な
い
道
で

あ
っ
た
。

2

期
待
さ
れ
る
効
果

用

行
政
全
体
と
し
て
、
業
務
の
処
理
量
増
加
に
伴
う
経
費
等

劇



の
増
加
の
抑
制
、
業
務
の
省
力
化
、
迅
速
化
が
図
れ
る
。

㈲

業
務
の
品
質
、
正
確
性
の
向
上
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
、
計
画
管
理
の
向
上
が
図
れ
る
。

3

適
用
業
務
(
仮
決
定
)

住
民
記
録
、
印
鑑
登
録
、
国
民
年
金
、
国
民
健
康
保
険
、
国
民

健
康
保
険
税
、
住
民
税
、
固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
、
出
納
消

込
み
処
理
、
選
挙
関
係
、
保
健
衛
生
関
係
、
財
務
会
計
、
給
与
、

人
事
、
起
債
管
理
、
財
産
管
理
、
学
校
教
育
、
そ
の
他
。

以
上
は
電
算
導
入
検
討
委
員
会
の
決
定
事
項
で
あ
る
が
、
こ
の

決
定
を
も
っ
て
本
委
員
会
は
役
割
を
終
え
、
次
の
機
種
選
定
委
員

会
に
引
き
継
ぐ
こ
と
と
な
る
。

電
算
機
種
検
討
委
員
会
(
平
成
四
年
二
月
̃
五
年
四
月
)

本
委
員
会
の
目
的
は
、
文
字
ど
お
り
電
算
機
の
機
種
を
選
定
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
業
者
の
信
頼
性
、
ソ
フ
ト
、
ハ
ー
ド
の
信
頼

性
、
操
作
性
等
、
複
雑
な
問
題
を
か
か
え
、
ま
た
、
金
銭
的
に

も
、
高
価
な
判
断
で
あ
る
た
め
、
要
綱
を
定
め
て
、
本
会
の
目
的

と
手
段
、
決
議
に
つ
い
て
明
確
化
し
た
。

1

美
川
村
電
算
機
種
選
定
委
員
会
要
綱
の
制
定
(
別
紙
)

2

機
種
選
定
委
員
会
の
目
的

①
業
者
の
提
案
書
を
閲
覧
し
、
提
案
説
明
会
へ
の
質
問
事
項

を
確
認
す
る
。

②
各
社
が
推
薦
す
る
自
治
体
を
視
察
す
る
。

③
提
案
説
明
会
を
設
け
る
。

④
委
員
会
と
し
て
機
種
を
選
定
す
る
。

3

先
進
地
視
察

川
内
町
、
砥
部
町
、
肱
川
町
、
長
浜
町

4

提
案
説
明
六
社

愛
媛
電
算
、
第
一
法
規
、
N
E
C
、
沖
電
気
工
業
、
ぎ
ょ
う
せ

い
、
東
芝
の
六
社

5

適
用
業
務
の
決
定

住
民
記
録
、
選
挙
、
国
民
健
康
保
険
、
国
民
年
金
、
住
民
税
、

固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、
収
納
、
給

与
、
印
鑑
登
録
、
起
債
管
理
、
財
産
管
理
、
住
民
健
康
管
理
、
公

営
住
宅
、
交
通
災
害
共
済
、
水
道
の
一
七
業
務

6

機
種
の
決
定

六
社
に
つ
い
て
検
討
の
結
果
、
い
ず
れ
の
業
者
に
つ
い
て
も
、

他
町
村
で
実
践
さ
れ
て
お
り
、
不
都
合
は
な
く
、
価
格
面
に
お
い

て
妥
当
な
愛
媛
電
算
に
決
定
し
た
。

電
算
化
実
施
委
員
会
(
平
成
五
年
四
月
四
日
̃
)

電
算
の
実
施
に
あ
た
り
、
今
後
様
々
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め

12
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本
委
員
会
を
設
置
し
た
。

1

開
発
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

平
成
五
年
九
月
の
住
民
記
録
の
開
始
等
、
開
発
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

の
決
定
を
し
た
。
(
別
紙
)

2

個
人
情
報
保
護
条
例
の
制
定

電
算
化
実
施
に
伴
い
、
特
に
、
住
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護

す
る
た
め
「
個
人
情
報
保
護
条
例
」
を
制
定
し
た
。

今
後
と
も
、
電
算
関
係
で
は
、
様
々
な
検
討
事
項
が
予
想
さ
れ

る
た
め
、
電
算
化
実
施
委
員
会
を
継
続
す
る
。

多
様
化
、
増
大
化
す
る
行
政
事
務
に
対
応
す
る
た
め
、
英
断
を

も
っ
て
し
た
電
算
導
入
で
あ
り
、
現
在
で
は
軌
道
に
乗
っ
て
来
た

と
思
わ
れ
る
。

今
後
は
、
一
人
一
人
が
電
算
に
関
心
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事

務
改
善
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
電
算
は
一
層
利
便
性
を
発
揮
し
身
近
な
も
の
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。美

川
村
電
算
導
入
経
過

四四四四四四四 四 四四四四四 四四四四三三三

〇七七六三 三二二二一〇九

五二一 四九 七一八二九一九四〇七六四〇九

N
E
C
デ
モ
参
加

先
進
地
視
察

久
万
町

沖
電
気
デ
モ
参
加

N
E
C
デ
モ
参
加

ぎ
ょ
う
せ
い
デ
モ
参
加

愛
媛
電
算
デ
モ
参
加

電
算
導
入
の
進
め
方
研
修
会

情
報
処
理

研
究
所
・
福
岡
県

ぎ
ょ
う
せ
い
デ
モ
参
加

愛
媛
電
算
デ
モ
参
加

第
二
回
電
算
導
入
検
討
委
員
会

答
申

電
算
導
入
の
決
定

六
社
に
提
案
書
の
作
成
依
頼

・
N
E
C

・
沖
電
気
工
業
・
東
芝

・
ぎ
ょ
う
せ
い

・
愛
媛
電
算
・
第
一

法
規
出
版

電
算
導
入
検
討
委
員
会
の
解
散

電
算
機
種
選
定
委
員
会
の
設
置

第
一
回
電
算
機
種
選
定
委
員
会
の
開
催

先
進
地
視
察

川
内
町
、
砥
部
町

先
進
地
視
察

肱
川
町
、
長
浜
町

業
者
に
よ
る
提
案
説
明
会

東
芝

愛
媛
電
算
、
第
一
法
規
、
N
E
C

沖
電
気
工
業

ぎ
ょ
う
せ
い

第
二
回
電
算
機
種
選
定
委
員
会

13



六 六 六 五 五 五五 五 五 五 五 五五

四 三一一九 八六六五 四 四二二

一 八七ノ\三 一六五三 三 五五五

答
申

電
算
導
入
一
七
業
務
の
決
定

検
討
の
結
果
六
社
を
四
社
に
絞
り
見
積
書

の
作
成
を
依
頼

第
三
回
電
算
機
種
選
定
委
員
会

四
社
を
検
討
の
結
果
各
社
と
も
不
都
合
な

い
も
の
と
思
わ
れ
、
価
格
面
に
お
い
て
低

い
三
社
に
絞
っ
た
。

三
社
に
最
終
見
積
書
の
作
成
依
頼

㈱
愛
媛
電
算
に
内
定

電
算
機
種
選
定
委
員
会
の
解
散

電
算
化
実
施
委
員
会
の
設
置

第
一
回
電
算
化
実
施
委
員
会
開
催

第
二
回
電
算
化
実
施
委
員
会
開
催

開
発
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
承
認

電
算
経
費
予
算
計
上

各
課
職
員
に
よ
る
先
進
地
研
修
・
明
浜
町

〃

西
海
町

ハ
ー
ド
一
次
分
搬
入

(
電
算
室
・
住
民

課
)

電
算
始
動
式
、
住
民
記
録
シ
ス
テ
ム
稼
働

第
三
回
電
算
化
実
施
委
員
会
開
催

給
与
シ
ス
テ
ム
稼
働

美
川
村
電
子
計
算
組
織
に
係
る
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
条
例
制
定

起
債
管
理
、
国
民
健
康
保
険
、
国
民
年
金
、

住
民
税
、
固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
、

開発スケジュール及び移行計画

年度 業務名月 

平成4年度 平成5年度 平成6年度 

申2iI阜i3 4i5i6i7l8l9回l申2l=2l3 4l5l6l7l8l9i10回12lll2l3 

ハードウエア 機 

△△

△ 注ECCへ美Iil村へ搬入 」770/10搬入(第1次分)2次業務用増設 

第1次業務 住民記録(住登外含む) ⇒ 

第 2 次 業 務 

選挙システム トー> 
給与 〇一> 
起債管理 

国民健康保険 

国民年金 

税 肇 ン’ ス T ム 

住民税 

固定資産税 ○○⇒ 
軽自動車税 

国民健康保険税 

収納管理 

印鑑登録証明 〉 

住民健康管理 

財務会計 > 

公有財産管理 

水道 

交通災害 トー〉 
公営住宅 

14



政第1続 行 財

圧百百〇

J
-
〇
九
回
-
ヾ
山
ヾ
産
逓

晶
8
薙
\
高
三

陣
鼻
ヾ
ゝ
叶
い
転
読

痛
論
ノ
回
荊

蘭
籾
峨
閣
.
英
機

(
甘
め
)

吾
弼
)

(
軍
報
)

(
母
型

(
軍
報
)

15

蔀
沖
田
刷
圏



九六 四 四

三〇〇人

国
民
健
康
保
険
税
、
収
納
管
理
、
住
民
健

康
管
理
、
財
務
会
計
、
公
有
財
産
管
理
、

水
道
、
交
通
災
害
、
公
営
住
宅
、
各
シ
ス

テ
ム
稼
働

第
四
回
電
算
化
実
施
委
員
会
開
催

オ
ー
ト
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
構
追
加

メ
モ
リ
8
M
B
増
設

印
鑑
登
録
証
明
、
選
挙
、
各
シ
ス
テ
ム
稼

働
予
定

美
川
村
電
算
機
種
選
定
委
員
会
設
置
要
綱

(
設
置
)

第
一
条

電
算
導
入
に
関
す
る
事
務
の
適
正
な
執
行
を
期
す
る
た

め
、
美
川
村
電
算
機
種
選
定
委
員
会

(
以
下

「
委
員
会
」

と
い

う
。
)
を
設
置
す
る
。

(
所
掌
事
務
)

第
一
一
条

委
員
会
は
、
電
算
機
の
機
種
選
定
及
び
運
営
に
つ
い
て
協

議
す
る
。

(
委
員
)

第
三
条

委
員
会
の
委
員
は
、
次
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
こ
れ
に

充
て
る
。
助
役
、
収
入
役
、
総
務
課
長
、
住
民
課
長
、
出
納
室
長

及
び
美
川
村
電
算
導
入
検
討
委
員
会
委
員
若
干
名

2

委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
助
役
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。

(
委
員
長
の
職
務
)

第
四
条

委
員
長
は
、

委
員
会
を
統
括
す

る
。
委
員
長
に
事
故

あ
る
と
き
、
又
は
欠

け
た
と
き
は
、
総
務

課
長
が
こ
の
職
を
代

理
す
る
。

(
会
議
)

第
五
条

委
員
会
の
会

議
は
、
委
員
長
が
招

集
す
る
。

2

委
員
会
の
会
議

は
、
委
員
の
半
数
以

上
が
出
席
し
な
け
れ

ば
開
く
こ
と
が
で
き

な
い
。

3

会
議
の
議
事
の
決

定
は
、
出
席
し
た
委

員
の
半
数
以
上
の
賛

成
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

(
秘
密
の
保
持
)

第
六
条

委
員
は
、
審

平成5年9月3日電算始動式にて

第一号住民票を発行する木下村長

16
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第1編 行 財 政

議
の
内
容
を
他
に
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
委
員
会
の
事
務
)

第
七
条

委
員
会
の
事
務
は
、
総
務
課
長
に
お
い
て
行
う
。

(
そ
の
他
)

第
人
条

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
委
員

長
が
別
に
定
め
る
。

付

則

こ
の
要
綱
は
、
平
成
四
年
一
一
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

意
識
調
査
、
更
に
、
各
種
団
体
と
の
調
整
を
す
す
め
、
美
川
村
地

域
振
興
研
究
委
員
会
(
構
成
一
〇
名
)
で
最
終
計
画
案
を
決
定
し
、

議
決
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

計
画
は
『
人
と
自
然
で
創
る
健
康
の
村
』
を
実
現
目
標
と
し
て

第
六
節

町
村
計
画

定
め
、123

晴
○
○
り

45

健
康
で
豊
か
な
生
活
を
築
く
〃
産
業
〃

の
創
造

自
然
の
中
で
の
快
適
な
〃
生
活
環
境
〃

の
創
造

心
の
通
う
〃
健
康
・
福
祉
〃

の
創
造

過
去
を
思
い
未
来
を
開
く
〃
人
材
・
文
化
〃

の
創
造

柔
軟
で
活
力
の
あ
る

〃
行
財
政
〃

の
創
造

平
成
二
年
九
月
、
平
成
三
年
度
か
ら
平
成
一
二
年
度
ま
で
の
一

〇
年
間
を
計
画
期
間
と
し
た
『
美
川
村
新
総
合
開
発
計
画
』
が
策

定
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
激
変
す
る
社
会
環
境
、
経
済
環
境
、
国
際
環
境
に
適

切
に
対
応
し
、
村
民
の
幸
福
を
実
現
し
、
美
川
村
が
発
展
し
て
い

く
た
め
の
方
向
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
策
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。策

定
に
あ
た
っ
て
は
、
策
定
の
た
め
の
新
総
合
開
発
計
画
策
定

委
員
会
(
構
成
二
一
名
)
を
組
織
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
住
民

と
い
う
五
つ
の
基
本
目
標
を
掲
げ
、
村
政
全
般
に
わ
た
る
計
画
・

施
策
を
体
系
化
し
た
計
画
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
二
年
三
月
末
で
過
疎
地
域
振
興
特
別
措
置
法
が
失

効
し
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
年
四
月
一
日
よ
り
、
新
た
に
過
疎

地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
平
成

二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
五
年
間
を
計

画
期
間
と
し
、
『
美
川
村
過
疎
地
域
活
性
化
計
画
』

も
策
定
さ
れ

た
。

こ
の
計
画
は
、
産
業
、
交
通
通
信
体
系
、
生
活
環
境
施
設
、
高

齢
者
福
祉
、
医
癒
、
教
育
文
化
な
ど
の
現
況
と
問
題
点
を
明
ら
か

に
し
、
そ
の
対
策
の
た
め
の
事
業
計
画
を
策
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
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第
七
節

人

口
動
態

美
川
村
の
人
口
は
、
合
併
当
時
の
九
九
一
一
二
人
か
ら
年
々
減
り

続
け
、
特
に
、
昭
和
五
五
年
ご
ろ
ま
で
が
過
疎
化
の
影
響
が
最
も

大
き
い
。

そ
の
後
も
、
急
激
で
は
な
い
が
減
少
を
続
け
、
三
〇
〇
〇
人
を

割
り
込
ん
で
い
る
の
が
現
在
の
状
況
で
あ
る
。

ま
た
、
現
在
の
人
口
構
成
を
見
る
と
、
六
五
歳
以
上
が
三
〇

パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
か
な
り
の
高
齢
化
地
域
と
な
っ
て

い
る
の
が
目
立
つ
。

5歳階級別人口ピラミッド(平成6年4月1日現在)

i男i年齢i女 
95へ99 4 

8 90へ94 i9 

20 85へ89 42 

53 80へ84 58 

70 75へ79 iO7 

87 70・-74 I25 

I4I 65へ69 I52 

I65 60へ64 I60 

I50 55へ59 I72 

82 50へ54 IO8 

76 45一-49 75 

70 40へ44 66 

73 35→39 58 

59 30→34 56 

54 25へ29 53 

4i 20へ24 48 

39 I5一-I9 55 

67 IO一-I4 54 

48 5へ 9 54 

l 」 豊 宣 l 1 1 l
i 

40 0一- 4 33 
l i i i i i l i i 

合計 

i343 2842 I499 
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第1編 行 財 政

人口動態調べ

住 民 登 録 人 口 国 勢 調 査 人 口 

世帯数 男 女 計 世帯数 男 女 計 

昭49 1388 2327 2558 4885 

1416 1367 1309 1192 2073 1770 1516 1336 2327 1948 1701 1485 4460 3718 3217 2821 

50 1379 2246 2468 4714 

51 1358 2169 2387 4556 

52 1338 2110 2311 4421 

53 1312 2043 2217 4260 

54 1287 1961 2137 4098 

55 1261 1924 2055 3979 

56 1254 1877 2011 3888 

57 1246 1821 1929 3750 

58 1239 1777 1904 3681 

59 1228 1734 1833 3567 

60 1228 1684 1799 3483 

61 1221 1654 1751 3405 

62 1222 1630 1758 3388 

63 1221 1576 1707 3283 

平元 1196 1521 1653 3174 

2 1186 1499 1620 3119 

3 1179 1472 1597 3069 

4 1165 1429 1546 2975 

5 1162 1392 1522 2914 

6 1136 1343 1499 2842 
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第
人
節

若
者
定
住
促
進
事
業

平
成
四
年
四
月
よ
り
条
例
施
行
さ
れ
、
奨
励
金
・
補
助
金
を
交

付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
美
川
村
の
若
者
の
定
住
を
促
進
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
、
次
に
該
当
す
る
者
に
対
し
報
奨
金
等
を
交
付
し
て

い
る
。

一
結
婚
定
住
奨
励
金

満
三
五
歳
以
下
(
世
帯
主
)

の
者
で
、
婚
姻
に
よ
り
美
川
村
に

三
年
以
上
定
住
し
、
美
川
村
及
び
近
隣
市
町
村
に
通
勤
に
よ
り
就

労
す
る
者
に
対
し
、
一
組
二
〇
万
円
を
交
付
す
る
。

二

新
生
児
誕
生
祝
金

美
川
村
に
三
年
以
上
定
住
し
、
美
川
村
及
び
近
隣
市
町
村
に
通

勤
に
よ
り
就
労
す
る
既
婚
者
(
世
帯
主
)

よ
り
、
誕
生
す
る
新
生

児
に
対
し
、
五
万
円
を
交
付
す
る
。

三

帰
村
者
奨
励
金

四
〇
歳
未
満
で
、
家
族
を
伴
っ
て
帰
村
し
た
世
帯
、
及
び
、
独

身
者
で
、
美
川
村
及
び
近
隣
市
町
村
に
通
勤
に
よ
り
就
労
す
る
者

に
対
し
、
一
世
帯
五
〇
万
円
、
独
身
者
二
五
万
円
を
交
付
す
る
。

四

公
営
住
宅
入
居
費
補
助
金

ア

美
川
村
に
引
き
続
き
三
年
以
上
定
住
し
、
美
川
村
の
後
継

者
と
な
る
見
込
み
の
あ
る
者
。
た
だ
し
、
公
務
員
、
及
び
こ
れ
に

準
ず
る
職
員
は
除
く
。

イ

他
の
法
律
、
規
定
等
に
よ
り
住
宅
手
当
等
の
支
給
を
受
け

る
者
に
つ
い
て
は
、
負
担
限
度
額
を
超
え
る
額
か
ら
、
住
宅
手
当

等
を
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。

ウ

補
助
金
の
交
付
期
間
は
、
世
帯
主
の
第
一
子
が
義
務
教
育

を
終
了
す
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

一
世
帯
当
た
り
各
団
地
毎
に
定
め
る
額
六
〇
〇
円
̃
八
〇
〇
〇

円
を
交
付
す
る
。
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第1編 行 財 政

奨
励
金
・
補
助
金
の
交
付
実
績

平 平 
成 成 
五 四 

年 年 
度 度 

四 四 奨結 励彊 

件 件 金住 

九 九 誕新 患生 

件 件 金児 

奨帰 励村 

件 件 金者 

一 一 居公 

ノ\ ● 

七 

費営 補任 助宅 ● 七 

件 件 金入 

O
M
H
Z
へ
周
波
数
の
変
更
を
し
て
、
受
信
状
態
の
改
善
を
図
っ

た
。

第
一
〇
節

治
安
と
消
防

一
警
察
官
駐
在
所
の
沿
革

今
後
に
お
い
て
も
、
一
人
で
も
多
く
の
人
々
が
、
美
川
村
の
後

継
者
に
な
っ
て
く
れ
る
よ
う
期
待
し
、
努
力
し
て
い
き
た
い
。

第
九
節

防
災
対
策

昭
和
五
七
年
̃
五
八
年
度
に
完
成
し
た
、
防
災
行
政
無
線
を
利

用
し
、
朝
夕
一
回
村
政
の
情
報
・
気
象
情
報
な
ど
を
定
時
放
送
を

し
、
災
害
発
生
時
に
は
緊
急
放
送
を
な
し
、
情
報
の
徹
底
を
図
っ

て
い
る
が
、
一
部
難
聴
地
域
が
あ
る
た
め
、
平
成
二
年
に
調
査

し
、
個
別
受
信
機
を
九
六
台
増
設
し
た
。
(
工
事
費
五
六
六
五
万

円
)

設
置
以
来
一
〇
余
年
が
経
ち
、
環
境
の
変
化
等
に
よ
り
受
信
状

態
が
芳
し
く
な
く
、
平
成
五
年
度
に
、
四
〇
〇
M
H
 
Z
か
ら
一
五

仕七川駐在所

御三戸駐在所

昭
和
六
〇
年
四
月
一
日
よ
り
黒
藤
川
駐
在
所
が
廃
止
さ
れ
、
御

三
戸
駐
在
所
が
兼
務
と
な
る
。
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仕
七
川
駐
在
所

御
三
戸
駐
在
所

赴

任

平平昭
成成和

六
二元一
年年年

四 四 四

月 月 月

日 日 日

日 赤 曽

野松我

義孝友

孝雄一

平
成
三
年
一
二
月
に
は
、
仕
七
川
彊
在
所
が
東
古
味
か
ら
西
古

味
へ
新
築
移
転
さ
れ
、
つ
づ
い
て
、
平
成
五
年
一
月
に
は
、
御
三

戸
駐
在
所
が
、
村
の
敷
地
造
成
に
よ
り
元
の
場
所
へ
新
築
さ
れ
、

二
名
の
警
察
官
が
村
の
治
安
維
持
に
努
め
て
い
る
。

二

防
犯
対
策

地
域
住
民
の
要
望
に
よ
り
、
毎
年
一
〇
基
程
度
の
防
犯
灯
を
設

置
し
、
地
域
の
防
犯
活
動
の
一
助
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
青
少
年
の
非
行
防
止
活
動
の
一
環
と
し
て
、
郡
及
び
村

青少年柔剣道大会のひとこま

の
防
犯
協
会
主
催
に
よ
る
、

青
少
年
柔
剣
道
大
会
を
、
村

は
毎
年
、
郡
は
互
か
町
村
の

持
ち
回
り
で
実
施
し
て
い

る
。平

成
四
年
度
に
は
、
美
川

中
学
校
武
道
館
が
新
築
落
成

し
、
そ
の
こ
け
ら
落
し
も
兼

ね
て
、
第
三
八
回
上
浮
穴
郡

青
少
年
柔
剣
道
大
会
が
開
催

さ
れ
た
。

こ
の
大
会
で
は
、
久
し
く

中
断
さ
れ
て
い
た
柔
道
の
試

合
が
復
活
し
、
盛
況
を
博
し

た
。
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第1編 行 財 政

犯罪統計

年 度 

久 万 警 察 署 管 内 

発生件数 検 挙 数 検挙人員(少年) 美川村内発生件数 

60 年 164 146 48 16 30 

61年 144 116 40 19 41 

62 年 110 64 21 6 15 

63 年 86 40 13 4 19 

元 年 121 90 30 14 8 

2 年 98 104 36 16 7 

3 年 164 138 30 12 9 

4 年 88 69 31 i4 13 

5 年 77 57 16 12 4 

交通茶屋

三

交
通
安
全
対
策

交通安全教室

末
結
成
で
あ
っ
た
「
交

通
安
全
母
の
会
」
が
昭
和

六
二
年
に
結
成
さ
れ
、
子

供
の
交
通
事
故
防
止
を
図

る
た
め
、
通
学
路
の
点

検
、
街
頭
指
導
等
を
積
極

的
に
行
っ
て
い
る
。

毎
年
春
と
秋
の
交
通
安

全
運
動
期
間
中
に
、
交
通

安
全
美
川
支
部
、
村
指
導

員
、
久
万
警
察
な
ど
関
係

機
関
が
緊
密
な
連
絡
を
と

り
、
交
通
茶
屋
、
交
通
安

全
教
室
等
の
諸
行
事
や
防

災
行
政
無
線
に
よ
る
村
内

広
報
を
行
っ
て
い
る
。

高
齢
者
の
交
通
事
故
が
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交通事故統計

年 度 

久万警察署管内 美 川 村 内 

発生件数 死者数 傷者数 発生件数 死者数 傷著数 

60 年 73 1 110 13 1 14 

61年 64 2 91 9 0 15 

62 年 77 0 118 19 0 31 

63 年 75 4 91 13 1 15 

元 年 70 2 91 17 0 22 

2 年 84 2 110 17 0 20 

3 年 79 1 102 8 1 7 

4 年 66 2 106 11 0 25 

5 年 53 1 85 15 1 19 

増
加
し
て
い
る
現
状
の
な
か
で
、
少
し
で
も
交
通
事
故
に
あ
わ
な

い
、
お
こ
さ
な
い
こ
と
を
目
指
し
、
老
人
ク
ラ
ブ
の
会
合
を
利
用

し
、
交
通
教
室
を
行
う
な
ど
、
子
供
・
高
齢
者
、
運
転
者
に
対
す

る
交
通
安
全
及
び
事
故
防
止
へ
の
意
識
の
高
揚
に
努
め
て
い
る
。

24

四

消

防

積
載
車
五
台
、
消
防
ポ
ン
プ
二
五
台
で
、
村
内
の
災
害
発
生
に

備
え
て
い
た
が
、
道
路
網
の
普
及
に
よ
り
機
動
力
の
増
強
を
図
る

た
め
、
昭
和
六
〇
年
人
月
一
台
、
平
成
二
年
五
月
二
台
、
翌
年
三

東古味防火用水

消防団出初式



第1編 行 財 政

月
に
一
台
積
載
車
を
配
備
し
た
。

平
成
四
年
、
消
防
施
設
整
備
年
次
計
画
を
作
成
し
、
計
画
的
に

施
設
、
器
具
等
の
整
備
を
図
っ
て
い
る
。
平
成
五
年
に
二
箆
消
防

車
庫
、
木
地
防
火
水
槽
(
四
〇
。
皿
級
)
、
東
古
味
防
火
水
槽
(
四
〇

㌔
級
)
、
西
古
味
防
火
水
槽
(
三
七
3
皿
級
)
を
設
置
し
、
長
崎
消
防

ポ
ン
プ

(
B
3
級
)

の
更
新
を
行
っ
た
。

歴
代
消
防
団
幹
部

団

長

第
一
分
団

分
団
長

第
一
分
団

副
分
団
長

六 五 就 
五 二 九 任 

●●●● 四四四四 ●●●● 年 月 

一 
日 

五 ● ● 

-」し_ 

退 ハ 

● 

任 年 月 

一 一 一 

● ● ● 

一一一一 一 一一一 

日 

岡粟 正 坂 

氏 名 

林下岡 口 

博 鶴 

文正 英 男 

第
二
分
団

分
団
長

第
二
分
団

副
分
団
長

第
三
分
団

分
団
長

五
九
・
四
・

六
二
・
四
・

25



第
三
分
団

副
分
団
長

第
一
一
節

庁
舎
・
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー

美
川
村
庁
舎
は
、
昭
和
五
七
年
七
月
に
約
三
億
八
六
〇
〇
万
円

を
か
け
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
四
階
建
て
、
廷
床
面
積
二
四
六
三

平
方
メ
ー
ト
ル
を
新
築
し
た
。

ま
た
、
同
時
に
併
設
で
、
農
村
総
合
整
備
モ
デ
ル
事
業
の
一
環

と
し
て
、
美
川
村
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
を
、
約
三
億
二
八
〇

〇
万
円
を
か
け
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
三
階
建
て
、
延
床
面
積
一

五
三
五
平
方
メ
ー
ト
ル
を
新
築
し
、
行
政
推
進
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

づ
く
り
の
拠
点
と
し
て
位
置
づ
げ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

美川村農村環境改善センター
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第
二
章

員オ

政

第
一
節

財
政
の
概
況

政

財
政
の
概
況
と
歳
出
の
主
な
概
況
平
成
四
年
度
、
本
村
は

普
通
会
計
決
算
に
お
い
て
三

O
億
円
を
突
破
し
た
。
美
川
村
が
誕

生
し
た
昭
和
三

0
年
度
の
決
算
額
が
、
三
七

O
O万
円
余
で
あ

っ

た
こ
と
を
思
う
と
隔
世
の
感
が
あ
る

D

し
か
し
、
そ
の
財
源
を
み
て
み
る
と
、
昭
和
三

O
年
当
時
四

O

パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
村
税
も
、
近
年
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
に

も
満
た
ず
、
大
半
を
交
付
税
、
補
助
金
に
依
存
し
て
い
る
状
態
で

あ
る
。
自
主
財
源
の
乏
し
い
自
治
体
を
(
自
主
的
な
行
政
上
の
決
定

権
の
制
約
も
含
め
て
)
一
一
一
割
自
治
な
ど
と
い
っ
た
時
代
も
あ
っ
た

が
、
三
割
ど
こ
ろ
か
一
割
に
も
満
た
な
い
現
状
の
中
で
も
大
型
の

施
策
が
実
現
し
て
ゆ
く
の
は
、
こ
の
交
付
税
、
補
助
金
等
に
依
る

と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。

財行第 1編

一
方
、
歳
出
面
で
は
、
普
通
建
設
事
業
費
等
の
投
資
的
経
費
の

伸
び
が
、
近
年
特
に
著
し
く
、
歳
出
総
額
の
四
割
近
く
に
達
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
過
疎
化
・
老
齢
化
に
対
処
し
、
村
の
活
性
化
を

図
る
た
め
の
、
農
林
業
、
生
活
環
境
の
基
盤
整
備
を
積
極
的
に
実

施
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
事
業
に
対
し
村
債
の
借
入
れ
は
不
可
欠
で
あ

り
、
そ
の
返
済
金
で
あ
る
公
債
費
も
歳
出
総
額
の
一
割
を
占
め
、

大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
。

大
型
事
業
を
次
々
と
実
現
し
な
が
ら
も
、
健
全
財
政
を
維
持
し

て
い
る
本
村
で
は
あ
る
が
、
世
に
言
わ
れ
る
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の

国
の
財
政
事
情
の
厳
し
さ
を
考
慮
す
る
と
、
頼
み
の
綱
で
あ
る
交

付
税
、
補
助
金
等
の
大
き
な
伸
び
は
期
待
で
き
な
い
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
「
地
方
の
時
代
」
を
創
造
し
続
け
て

い
く
た
め
に
は
、
大
局
的
な
視
点
で
、
本
村
の
目
指
す
べ
き
方
向

を
は
っ
き
り
定
め
、
財
政
計
画
に
添
っ
た
、
効
率
的
な
財
政
運
営

が
、
今
ま
で
以
上
に
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
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普通会計決算額年度別一覧表
歳入

7弓ど 59 60 61 62 63 

l 村 税 96，383 102，877 112，757 114，550 121，346 

2 地方議与税 11 ，082 10，727 10，472 11 ，809 12，321 

3 利子割交付金 1，280 

4 金自動車取得税交付
7，373 7，405 6，901 8，607 9，949 

5 地方交付税 817，055 890，922 865，749 949，208 1，021，229 

6 交特通別安交全付対策金
810 729 

7 分担金及び負担金 38，156 43，260 40，501 42，568 25，491 

8 使用料及び手数料 23，476 25，052 23，166 26，554 25，066 

9 国庫支出金 24，747 188，314 63，349 135，685 93，957 

10 県支出金 470，352 366，386 288，241 336，570 378，513 

11 財産収入 28，007 79，007 8，658 45，832 34，527 

12.寄 付 金 3，666 3，237 2，701 6，322 4，530 

13 繰 入 金 73，230 222，245 59，000 36，000 

14 繰 越 金 31，788 45，033 90，592 96，558 58，806 

15 諸 収 入 17，656 20，464 20，901 18，803 32，622 

16 村 債 229，100 284，000 190，900 281，200 212，300 

歳入合計 1，872，071 2，288，929 1，783，888 2，111，076 2，032，666 

フじ 2 

111，631 113，868 

18，808 22，851 

3，224 7，577 

10，886 12，002 

1，432，210 1，357，551 

651 671 

24，241 29，414 

26，278 26，785 

108，804 95，970 

366，125 395，081 

13，010 102，436 

9，037 619 

4，250 121，371 

110，131 69，096 

44，447 54，366 

201，700 206，200 

2，485，433 2，615，858 

(単位千円)

3 4 

114，285 117，655 

23，296 25，272 

7，216 4，229 

11，217 11，562 

1，356，727 1，497，386 

817 663 

25，761 40，410 

27，218 29，161 

83，883 91，446 

481，869 515，686 

83，011 38，256 

728 811 

134，176 343，127 

91，366 76，621 

47，467 41，972 

198，000 342，100 

2，687，037 3，176，357 

αコ
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歳出 (単位千円)

話

蚕

に

哩

惜

同

守ぞと 59 60 61 62 63 フじ 2 3 4 

1 議 ~ 費 38，328 35，784 37，666 36，325 38，129 35，476 43，727 45，152 50，437 

2 総 務 費 198，200 240，943 195，138 218，943 263，336 599，078 486，159 404，893 375，328 

3 民 生 費 70，510 65，982 65，186 70，427 88，100 85，351 89，172 144，505 194，558 

4 衛 生 費 44，545 51，708 45，352 62，728 56，096 67，108 224，047 101，993 74，829 

5 労 働 費

6 農林水産業費 817，363 650，333 565，718 598，565 606，808 643，853 652，436 809，118 885，248 

7 商 工 費 2，395 38，965 21，404 34，637 41，239 61，164 39，531 47，461 307，141 

8 土 木 費 129，895 105，882 160，942 174，684 179，468 156，339 310，662 234，743 295，886 

9 消 防 費 41，986 44，467 55，292 49，363 46，747 51，997 57，554 64，422 62，587 

10 教 育 費 126，611 513，317 139，579 240，335 144，475 285，675 152，969 243，619 276，835 

11 災害復旧費 22，459 47，043 40，986 95，881 94，079 51，161 37，001 80，634 112，512 

12.公 債 費 326，144 349，455 357，993 414，877 340，589 350，128 347，634 362，140 356，421 

13 諸支出費 8，602 4，458 2，074 25，505 3，469 9，037 3，600 8，736 64，246 

メ口L 5十 1，827，038 2，148，337 1，687，330 2，022，270 1，902，535 2，396，337 2，444，492 2，547，416 3，056，028 

mR σコ
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歳入における村税、交付税の割合

/ノ/へ、ト--ヘ

一一一一一・交付税

一村 税

度年細
事4

%
60

50

40

30

20

iO

O

性質別決算額

一人件費
--〇〇〇--公債費

タへ‾‾‾‾投資的経費__ノ/

六、、子、//ノ///
Y

億円

5年度
4
.3元

(
く
)6266069

〇
十
)

次
に
、
こ
の
一
〇
年
間

を
振
り
返
っ
て
主
な
事
業

(
施
設
)

を
列
記
し
て
み

る
こ
と
に
す
る
。

昭
和
五
九
̃
六
〇
年
度

の
継
続
事
業
と
し
て
、
一

億
七
九
四
〇
万
円
を
投

じ
、
美
川
ス
キ
ー
場
内

に
、
宿
泊
施
設

「
白
銀

荘
」
を
建
設
し
、
ス
キ
ー

ヤ
ー
は
も
と
よ
り
、
各
種

会
合
に
も
広
く
利
用
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
、
昭
和
六
〇
年
度

に
は
、
村
内
三
中
学
校
が

統
合
さ
れ
、
二
億
六
八
五

一
万
三
〇
〇
〇
円
を
投
じ

て
美
川
中
学
校
が
新
築
さ

れ
る
と
共
に
、
合
わ
せ
て

給
食
セ
ン
タ
ー
、
寄
宿
舎

「
若
竹
寮
」
も
一
億
二
〇
四
九
万
四
〇
〇
〇
円
を
投
じ
、
建
設
さ

れ
た
。

昭
和
六
一
年
̃
六
二
年
度
に
は
、
旧
任
七
川
中
学
校
跡
地
に
一

億
二
八
八
九
万
八
〇
〇
〇
円
を
投
じ
、
山
村
広
場
を
整
備
し
た
。

昭
和
六
二
年
度
に
は
、
七
四
五
八
万
三
〇
〇
〇
円
で
黒
藤
川
小

学
校
へ
き
地
集
会
所
(
体
育
館
)
を
建
設
し
て
い
る
。

昭
和
六
三
̃
平
成
元
年
度
に
、
二
億
五
一
二
二
万
四
〇
〇
〇
円

を
投
じ
て
、
仕
出
に
、
国
産
材
加
工
施
設
を
建
設
し
、
林
業
の
活

性
化
を
図
っ
て
い
る
。

平
成
元
年
度
に
は
、
美
川
南
小
学
校
へ
き
地
集
会
所
(
体
育
館
)

も
、
八
六
四
四
万
八
〇
〇
〇
円
を
投
じ
て
建
設
さ
れ
て
い
る
。

平
成
二
年
度
に
は
、
西
古
味
に
八
〇
一
四
万
円
を
投
じ
、
仕
七

川
団
地
を
建
設
し
、
住
宅
不
足
の
解
消
と
若
者
の
定
住
を
図
っ
て

い
る
。

同
年
、
旧
役
場
庁
舎
跡
の
敷
地
へ
、
一
億
三
三
九
二
万
七
〇
〇

〇
円
を
投
じ
「
み
か
わ
ク
リ
ニ
ッ
ク
」
を
建
設
し
、
豊
田
医
師
を

迎
え
、
初
期
診
藻
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
大
い
に
果
た
し
て
い

る
。平

成
三
̃
四
年
度
に
は
、
上
黒
岩
の
国
道
三
三
号
線
に
面
し
た

場
所
に
一
億
二
一
〇
〇
万
円
を
投
じ
て
、
農
村
活
性
セ
ン
タ
ー
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「
み
か
わ
」
を
建
設
し
、
管
理
運
営
を
第
三
セ
ク
タ
ー
の
㈱
み
か

わ
に
委
ね
、
農
産
物
の
加
工
販
売
等
を
行
っ
て
い
る
。

平
成
四
年
に
は
、
五
六
八
七
万
四
〇
〇
〇
円
を
投
じ
て
美
川
中

学
校
に
武
道
館
を
建
設
し
、
柔
剣
道
の
練
習
、
大
会
の
場
と
し
て

活
用
さ
れ
て
い
る
。

平
成
五
年
度
に
は
、
二
箆
小
学
校
に
一
億
九
七
五
万
一
〇
〇
〇

円
を
投
じ
て
へ
ぎ
地
集
会
所
(
体
育
館
)
を
建
設
し
た
が
、
前
述

し
た
黒
藤
川
小
、
美
川
南
中
と
同
様
、
児
童
は
も
と
よ
り
、
地
域

住
民
の
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
有
効
に
利

用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
特
別
会
計
に
お
い
て
は
、
昭
和
六
二
年
度
に
田
波
野
瀬

給
水
施
設
、
平
成
三
年
度
に
尾
貝
共
同
給
水
施
設
を
、
そ
れ
ぞ
れ

九
三
九
万
八
〇
〇
〇
円
、
二
五
六
七
万
三
〇
〇
〇
円
を
投
じ
て
整

備
し
飲
用
水
の
確
保
を
図
っ
た
。

ま
た
、
ス
キ
ー
場
の
雪
不
足
に
対
処
す
る
た
め
、
昭
和
六
三
年

度
に
ス
ノ
ー
マ
シ
ン
四
台
を
六
二
二
四
万
三
〇
〇
〇
円
で
導
入
す

る
と
と
も
に
、
第
五
リ
フ
ト
を
三
五
〇
〇
万
円
か
け
て
新
設
し

た
。
平
成
四
年
度
に
は
、
更
に
ス
ノ
ー
マ
シ
ン
八
台
を
二
億
五
五

〇
〇
万
円
で
導
入
し
、
平
成
五
年
度
に
は
、
九
七
三
三
万
五
〇
〇

〇
円
を
か
け
、
老
朽
化
し
た
第
一
リ
フ
ト
を
ペ
ア
リ
フ
ト
に
架
け

歳出のなかで人件費の占る割合

唐手
-
」
J

方
u
.3’

し元36

替
え
た
。

こ
れ
で
ス
キ
ー
場
の
主
な
施
設
整

備
は
、
と
り
あ
え
ず
一
段
落
し
た
こ

と
に
な
る
が
、
近
隣
の
ス
キ
ー
場
と

の
サ
ー
ビ
ス
競
争
も
激
し
く
、
ス

キ
ー
ヤ
ー
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
く

た
め
に
は
、
順
次
投
資
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
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特別会計決算額年度別一覧表

止ヨミh 言十 区分 59 60 61 62 63 

国民健康保険 歳入 312，854 296，961 289，914 342，226 325，689 

事業特別会計 歳出 294，572 265，423 261，054 311，628 298，457 

老人保健事業 歳入 178，264 203，106 211，946 233，676 266，703 

特別会計 歳出 175，482 202，730 211，690 229，707 261，212 

簡易水道事業 歳入 9，429 9，302 9，382 31，691 10，172 

特別会計 歳出 7，278 8，761 8，648 30，312 8，711 

観光事業 歳入 156，913 248，289 114，561 29，843 145，379 

特別会計 歳出 154，802 189，102 97，404 28，995 144，456 

白銀荘事業 歳入ン// 30，919 33，102 36，978 

特別会計 歳出 30，294 32，391 36，576 

歳入 657，460 757，658 656，722 670，538 784，921 
~ 言十

歳出 632，734 666，016 609，090 633，033 749，412 

フじ 2 

329，996 331，327 

304，928 299，032 

273，551 268，953 

273，169 265，829 

10，041 10，390 

8，304 8，486 

58，857 47，369 

56，897 44，897 

43，974 43，649 

43，601 42，014 

716，419 701，688 

686，899 660，258 

(単位千円)

3 4 

325，465 387，680 

302，070 328，777 

272，827 334，837 

272，342 332，305 

35，041 10，747 

34，000 9，214 

29，521 329，499 

29，348 329，129 

45，455 35，966 

44，833 31，466 

708，309 1，098，729 

682，593 1，030，891 

c'l 
cγコ
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第
二
節

村

有

林

昭
和
五
九
年
以
降
、
行
政
上
必
要
な
た
め
、
や
む
を
え
ず
伐
採

を
し
た
と
こ
ろ
に
は
植
林
を
し
、
下
刈
、
枝
打
ち
を
行
い
育
林
に

努
め
て
い
る
。

除
間
伐
が
必
要
な
山
林
に
対
し
、
平
成
二
年
に
は
、
本
谷
村
有

林
、
平
成
四
年
に
は
、
御
山
、
赤
蔵
ケ
池
、
平
成
五
年
に
は
、
イ

グ
イ
村
有
林
の
間
伐
な
ど
の
施
業
を
実
施
し
た
。

昭
和
五
九
年
以
降
、
村
有
林
の
異
動
の
主
な
る
も
の
は
、
平
成

二
年
度
に
西
日
本
ス
キ
ー
大
会
が
実
施
さ
れ
る
た
め
、
ス
キ
ー
場

整
備
が
必
要
と
な
り
、
官
行
造
林
(
カ
マ
ケ
タ
)

の
一
部
解
除
を

行
い
、
つ
づ
い
て
平
成
三
年
度
に
は
御
山
、
四
年
度
に
は
中
津
山

の
官
行
造
林
の
一
部
解
除
を
行
っ
た
。

村
有
林
台
帳
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

四
四
六
八

四
四
六
九

四
三
七
九
-
一

四
三
七
九
-
四

四
三
七
九
-
五

四
三
七
九
-
六

四
三
七
九
-
七

四
三
七
九
-
八

四
三
七
九
-
九

四
三
七
人
-
一

四
三
七
人
-
三

四
三
八
一

大

川

一
八
九
七
-
一

一
八
九
七
-
二

一
九
〇
三

一
九
〇
四

一
九
〇
六

一
九
〇
七

有

枝

二
一
五
六

上
黒
岩

九
四
八

九
五
一

五
八
一

四
〇
三
九

二
〇
一
三
〇
〇

一
六
九
一
七

一
九
三
八

七
四
一
〇

四
四
九
五

二
三
五
七

二
七
五
〇

一
二
二
四
一
二

四
〇
四
五

四
三
七
九
〇

一
八
六
三
〇
九

一
五
人
一
四

一
一
九
九

二
〇
九

一
五
三
二
七
一

一
八
〇

壷 ぜ 壷 壷 ぜ 請 出 諸 壷 壷 請 ぜ 諸 壷 請 出 ぜ 壷

二
九
〇
五
人

出

五
三
五

㌔

三
一
五
三

諸

〃孟
春
〃〃〃〃雷

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃律
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二
八
三
七
-
五

二
八
八
六
-
一

一
一
八
八
七

二
九
四
三
-
一

二
九
四
四

三
三
六
七

三
三
六
八

三
四
五
二

中
黒
岩

一
九
七
人
-
一

一
九
八
三

二
〇
一
四

仕

出

一
〇
六
五

二
一
四
二

二
一
四
五

二
〇
九
五
-
一

二
〇
九
五
-
二

二
一
二
〇

二
一
三
六

一
六
一
九
-
一

七

鳥

二
四
-
一

六
二
四

二
五
〇

竜

一
九
六
四

諸

人
二
一

諸

三
七
二
一
壷

二
一
八
九

壷

一
五
二

壷

一
八
八
五

壷

二
〇
三
四

壷

四
一
九

㌔

二
〇
二
七

壷

一
〇
九
七

ぜ

一
五
三
四

壷

六
〇
七
三

壷

一
四
〇
八
人
人

出

六
九
九
〇

壷

二
一
一
五

請

一
二
一
諸

一
五
八
六

宙

一
四
六
七
六

壷

六
八
七

ぜ

一
八
〇
四
人

壷

下
り
松

〃

ト
ン
ネ
ル
上

下
り
松

〃〃

宮
地〃〃

マ
ル
、
、
、
ヤ

〃

御
三
戸
獄

〃〃〃

マ
ル
、
、
、
ヤ

マ
ル
・
、
、
ヤ

コ
ヤ
ガ
タ
ニ

六
二
五

六
二
六

三
一
五
七

三
一
九
九

二
五
六
四
-
一

東

川

九
九
八

九
九
九

一
〇
九
四
-
一

一
〇
九
五
-
一

一
〇
九
六

一
〇
九
二
-
一

一
〇
九
三
-
一

三
九
三
人
-
二

三
九
四
三
-
一

四
〇
四
七
-
一

四
〇
四
七
-
二

二
六
五
一

黒
藤
川

三
〇
九
一

三
〇
九
二
-
一

三
〇
九
二
-
二

三
〇
九
四

四
一
五
人
-
三

二
五

三
五
二

一
四
一
五
三

七
六
八
四
〇

一
一
四
三

六
五
八

二
三
三
六
一

六
七
一
三

一
〇
四
人
七
九

一
四
三
三
〇
七

五
〇
二
八

一
五
六
六

四
二
ハ
三

二
七
七
三
〇

一
四
五
六
七
七

二
三
四
三
六

八
五
六

一
〇
三
一
九

一
六
二
七
四

三
九
六
人

七
二
三
一

二
六
八
五

血血
2
皿

2
皿曲

り
血

2
皿

2
皿

2
皿血血血血血

2
皿血血

2
皿血

2
皿

2
皿

2
Ⅲ

コ
ヤ
ガ
タ
ニ

〃

ナ
べ
ク
ラ

カ
ギ
ヤ
モ
リ

西
古
味

ヒ
ウ
ラ

イ
グ
イ

〃〃〃〃〃

東

谷

〃〃〃

カ
、
、
、
ハ
タ

赤
蔵
ケ
池

〃〃

中
津
明
神
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イゲイ村有林

マルミヤ村有林

第
三
節

住

合
併
前
の
弘
形
村
、
仕
七
川
村
、
中
津
村
の
旧
村
当
時
に
、

三
三
戸
の
村
営
住
宅
が
あ
り
、
美
川
村
と
な
っ
て
か
ら
も
、
昭
和

四
一
年
ま
で
に
三
四
戸
新
築
し
、
そ
の
後
一
〇
数
年
の
間
建
設
を

35



中
断
し
て
い
た
が
、
昭
和
五
四
年
に
一
八
戸
を
建
設
し
て
か
ら
、

昭
和
五
六
年
四
戸
、
同
五
七
年
八
戸
、
同
五
八
年
一
二
戸
、
平
成

二
年
、
七
六
二
二
万
円
を
か
け
、
耐
火
構
造
二
階
建
て
八
戸
を
建

設
し
た
。

平
成
六
年
に
は
、
中
耐
三
階
建
て
の
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
(
一

二
戸
)

の
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
老
朽
化
し
た
住
宅

(
東
古
味
四
戸
)
を
昭
和
六
二
年
に
廃
止
し
、
現
在
の
管
理
実
戸
数

は
一
〇
二
戸
と
な
っ
た
(
別
表
)
。

公営住宅団地
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公
営
住
宅
管
理
及
び
年
度
別
建
設
戸
数

御釣荒下上久清御久 西黒 西京 東東成釣 

団 地 

三井 本保 三主 〃 古藤 〃 古 〃 〃 古 
戸下瀬成組上水戸の 味川 味川 箆 味川河井 
第 下 団 
二 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 地 

名 〃 

上黒上上上黒七上上 七黒 

〃 

七東 

〃 

黒 

〃 

東東 目 黒 

所 在 地 

黒藤黒黒黒藤鳥黒黒 鳥藤 鳥川 藤 川川野藤 
岩川岩岩岩川 岩岩 〃 二川 川 二浦川 

二 一 六 二 二 二 五 ノ\ 五六 六 四六七七 
八七 八〇二七八七 九〇 九四 二二四七一 
四五一六 四七六 四人 六七 六五 六五五〇 
〇一五八八二八一七 七 

外 

昭 

年建 度設 五五五五五五五五四四 人七七七七六六四一一 

一 一 一 

六〇〇九九九九八八八八七 

種 別 

中木 木 木中 
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 

木 

構 造 別 

罵竺〃〃華〃竺罵〃〃 〃〃〃華 
火階 屋 階火 屋 

階 階 

_」」一 _こし▲ __し一 〇〇し_ _●.」 ._.ふふ .._ふ_ ○○」 一 ・一一一 

床二 戸 面当 七六四五六六七一一一 ●● ● ● ● ● ● ● ● ● 九九九七三 ●● ● ● ● 七 ● 

三三四ノ\ 
● ● ● ● ●

● 八三〇四三三〇九〇〇七七七〇〇〇〇〇〇〇六〇 

た 積2 〇三八三三三人三九九〇〇〇一〇一〇九〇〇五五電 

戸 

二二二二二二二八〇五五四 四 二 二 四 四 五 数 

昭 入 

五五五五五五五五四四 九人八八八七七五二二 ●●●●●●●●●● 

一 一 

居 開 始 年 月 日 

七一 ●● ● 〇〇〇〇九九九九人 ●● ● ● ● ● ● ●

● 四一一一一四四四五五四五五四四四四四四四四四 

月( 

〇〇〇〇〇〇〇〇四三 ヽヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ 額戸 ヽ ヽ 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇八人五五五八〇二五八五〇五 

家業 貸主 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇円 
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